
（１）具体的テーマについて

① WGⅠ「希少動植物保全」について

○第９回合同部会では、希少動植物の保全活動及び調査活動の取組がどの

ように「連携」をすれば、それぞれの活動がより効果的になるのかを検

討した。

○以前実施した希少動植物の保全活動及び調査活動のアンケートの結果の

ように、平成３０年度に実施するそれぞれの活動をまとめる。また、ま

とめたものをどのように周知していくかの検討をする。 

○渡良瀬遊水地宣言の中の希少動植物に関する部分の具体化ということで、

アンケート調査でまとめた活動の成果の共有をするとともに、それらを

踏まえ合同部会での保全方針及び具体的な取り組みの検討をする。 

②WGⅡ「教育・普及のための教材づくり」について

○③役割、④歴史、⑤暮らしを扱った「探検ブックⅡ（教材Ⅱ）」案につい

て、第９回合同部会での指摘を踏まえ事務局で修正した。 

〇教材の活用方法について 

・学校以外でも、大勢の人が集まる場で配布してはどうか

例：シンポジウム、イベント、生態系保全活動、遊水地を訪れるツアー

・教材の PR、普及へつなげたい

〇印刷費の負担について 

主催者 対応案 

市町 市町で印刷 

民間団体 

資料１ 

資料２－１、２ 

資料２－３、４、５、６ 

資料３ 



 〇次に取り上げるテーマについて 

  「普及啓発のための人材育成」～ボランティアガイドの養成、湿地の保全

する人の育成等 

・各市町でガイドを育成 

・各市町でのガイドの活動状況について確認 

・民間ガイド団体との関わり 

・ガイド団体間での交流からレベルアップへ 

・「エコツーリズム」へ 

   ・ガイド団体の利活用協議会への参加 

 

（２）その他 

平成30年度 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会 活動スケジュール（案） 
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渡良瀬遊水地宣言 

 

 私たち、渡良瀬遊水地保全・利活用協議会は、ラムサール条約湿地登録５周

年を機に、渡良瀬遊水地の治水・利水と自然環境の調和について、改めて学び、

交流する機会を得ました。 

 ２０世紀初頭までのこの地域は、周辺に比べて地盤高が低く水害を受けやす

い地形でありながらも、囲堤を築き、農業や漁業、養蚕業などを営む人々の暮

らしがありました。しかし、足尾銅山から流出する鉱毒被害が、渡良瀬川沿岸

に広がるようになると状況は一変し、鉱毒被害の防止対策の一つとして、氾濫

被害の軽減のため遊水地計画が打ち出され、人々はこの地から離れることを余

儀なくされました。その後、治水機能のより効率的な活用を図るための見直し

が行われ、国内最大となる遊水地が造られました。 

 一方で、広大な敷地は、湿地としての環境が保たれることとなり、豊かな生

態系をもつ、世界的にも貴重な湿地としてラムサール条約湿地になりました。 

 私たち保全・利活用協議会は、かつての人々の暮らしと引き換えに得た湿地

の恵みを、次の世代に価値ある姿のまま引き継がなければならないことを認識

し、条約の目的とともに治水・利水機能の維持及び向上と自然環境の調和をよ

り一層進めるために、以下の点に取り組むことを決意しました。 

 

１ 周辺住民及び下流域の住民の安心と河川の安全性を高めるため、治水容量

の確保と堤防の強化に努め、人々の生命財産を守ります。 

 

２ 多くの絶滅危惧種を含む渡良瀬遊水地特有の自然環境を保全するための取

組みを進めていきます。また、学校等と連携し、将来を担う人材の育成に向

けた教育、普及活動を進めます。 

 

３ 渡良瀬遊水地を身近に感じ、多くの人々に来訪してもらえるように、わか

りやすい情報発信に努め、交流を活発化させ地域振興につながる取り組みを

進めます。 

 

 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会には、行政や地域の代表、各種団体など、

現在４４の構成員が参加しています。構成員間の十分な協議及び協力を推進す

ることにより、治水機能の向上と継続的な自然環境の保全及び様々な利活用に

ついての取り組みを促進いたします。 

 

 平成２９年７月１日 

 

                渡良瀬遊水地保全・利活用協議会 



資料２－４ 

 

渡良瀬遊水地保全・利活用協議会 合同部会② 

渡良瀬遊水地 自然環境の保全方針（案） 

 

 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会合同部会②は、「渡良瀬遊水地宣

言」を推進すると共に渡良瀬遊水地の自然環境の保全するために、

以下の取り組みに努める方針をまとめました。 

１．ヨシ焼きの継続実施による生物多様性の保全に努めます。 

２．生態系に大きな影響を及ぼす外来種の駆除、拡大の防止に努め

ます。 

３．希少種を保全するため、その生息・生育の環境保全及び盗掘等

の防止に努めます。 

４．湿地環境の保全・再生に努めます。 
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自然環境の保全 取り組み（案） 

渡良瀬遊水地保全・利活用協議会合同部会②は、渡良瀬遊水地自

然環境の保全宣言の取り組みを次のように実施する。 

 

① ヨシ焼きの継続実施に向けて、ヨシ焼き連絡会と連携し、構成市

町並びにこれに隣接する市町（住民）にヨシ焼きの必要性を訴え、

理解・協力していただけるよう努力する。 

② 各種団体等が実施している外来種等の駆除活動に協力し、この活

動の普及啓発に努力する。 

③ 希少種の保全活動を推進し、盗掘等防止対策の検討をする。 

④ 四季折々の豊かな自然を知っていただくと同時に守るため、木道

等のハード整備と共に立入規制を検討する。 

⑤ 野鳥の繁殖、採食等の生息環境を保全し、野鳥観察等のあり方を

検討する。 

⑥ 湿地環境の変化を注視し、湿地環境の維持保全、再生を関係機関

に働きかける。 
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渡良瀬遊水地の自然環境の保全  具体的な取り組み（案） 

―希少動植物の保全― 

 

〇渡良瀬遊水地の自然環境の保全のために  ……自然環境を生かした利用 

１．渡良瀬遊水地の貴重な自然環境と現状    自然環境の学習 

  ①広大な広さと、ヨシ原を背景とした四季の景観と、そこに見られる動植物は、かけがえのない財産

です。 

   ・渡良瀬遊水地の面積は３３００ha で約半分はヨシ原でその中には多くの動植物が生息していま

す。 

・四季折々の景観や植物の開花、野鳥の飛来が見られます。 

 

②世界的にも貴重な湿地環境であり、ラムサール条約に登録されました。 

・平成 24年 7月に登録されました。 

・世界的にも貴重な湿地環境で地域の宝です。将来にわたり保全が必要です。 

 

③多くの動植物が、生息している。 

・遊水地内の絶滅危惧種は植物 61 種、野鳥 58 種、昆虫 62 種が、確認されている他にない良好な

環境であります。 

 

④乾燥化などにより外来種の侵入や、貴重植物の盗掘等も発生しています。 

・乾燥化により湿地に生育する貴重植物の生育環境が悪化しています。 

・外来種のセイタカアワダチソウなどの繁茂で生態系への影響が見られます。 

・チョウジソウ、エビネ・フジバカマ、シランなどの盗掘が発生しています。 

 

２．渡良瀬遊水地利活用協議会で自然環境保全の合意（渡良瀬遊水地宣言） 

（1）渡良瀬遊水地の自然環境の保全を行います。 

①ヨシ焼の継続実施による生態系を保存し、環境の多様の維持に努める。 

・渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡協議会により毎年 3月中下旬に実施されています。 

・高齢化、安全に実施するための技術の継承が必要です。 

・地元、関係機関の連携、協力と理解が必要です。 

②人の利用区域を明確にし、まとまったスケールで自然環境の保全に努める。 

・景観や動植物の生息のためにはまとまったスケールの環境が必要です。 

・自然環境の中で植物が生育するためには周辺環境含めた保全が必要です。 

・利用と保全区域の明確化（保全すべき種）の検討を進めます。 

 

③遊水地の生態系に大木か影響を与える外来種の駆除、拡大の防止に努める。 

・外来種を入れない、捨てない、拡げない運動（パンフ等）を行います。 

・外来種の除去、駆除活動（種の選定、場所、手法、効果）を行います。 
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・イノシシ等人的被害・危険への対策が必要です。 

 

④ 希少種を保全するため、その生息環境の保全に努める。 

・貴重植物の保全活動を推進する。 

・保全活動の実施や保全マニュアルの検討をしていきます。 

・市民参加の保全活動を推進します。 ……活動を通して保全技術の確立 

・野鳥の繁殖、休息、採食場所の保全と繁殖時の立ち入り規制に努めます。 

・遊水地の野鳥生息の実態把握のもと検討を進めます。 

・保全が必要な場所の検討を（オオセッカ、ネグラ等）します。 

・観察や撮影時などのルール・マナーを守ります。 

・生き物や周辺の気配りをします。 

 

⑤ 湿地環境を脅かす乾燥化などの様々な影響を防止するため、湿地保全、再生に努める。 

・第 2調節池内で国土交通省が湿地再生事業を実施中です。 

・治水機能を保全した湿地環境の創出・保全を図ります。 

・長年土の中あった埋土種子からの植物発芽が確認されています。 

・掘削地にはコウノトリの飛来や水面には水鳥が多くやってきます。 

・環境学習フィールド等の利用、各種調査・学習、保全活動を進めます。 

 

⑥ 動植物の生息環境の保全を基本として、より高い利便性と安全性に努める。 

・環境学習や観察会等の利用促進と利便性・安全性等の施設の検討を進めます。 

・環境保全や学習等での利用のための基礎データを蓄積しています。 

 

⑦ 湿地環境維持のため環境の変化を捉えるモニタリング調査を継続的実施に努める。 

・第 2調節池湿地再生事業内は河川管理者で調査中です。 

・掘削跡地の一部で市民団体等で調査実施中です。 

 

 

 

 

⑧ ゴミの不法投棄防止とゴミの持ち帰りを推進する。 

・毎年 4月に市民参加の渡良瀬遊水地クリーン作戦が行われています。 

・ボランティア活動によるゴミ拾いが行われている。拡大に努めます。 

・パンフレット等によるゴミの持ち帰りをお願いしていきます。 

 

（2）渡良瀬遊水地の貴重植物を保全します。 

①ラムサール条約登録地内の貴重植物の盗掘、採取の防止を図ります。 

・保全の周知とパトロール等による盗掘防止を図っていく。 
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資料４
平成30年度 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会 活動スケジュール（案）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備 考

1日

23日 25日 26日 28日 23日 6日

13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30

23日 25日 26日 28日 23日 6日

15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

9日 11日 12日 14日 9日 20日

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

25日 27日 29日 31日 19日 6日

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

《参考》 平成29年度 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会 活動実績

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備 考

1日 2日

シンポジウム 14:00

24日 19日 20日 22日 24日 7日

13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30

24日 19日 20日 22日 24日 7日

15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

17日 11日 14日 5日 6日 1日 20日 21日

9:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

10日 7日 23日 2日,26日 6日 7日

14:00 14:00 14:00 10:00,13:00 14:00 14:00

渡良瀬遊水地保全・利活用協議会

賢明な利活用及び地域振興検討合同部
会

遊水地保全・再生及び人々の交流・教育・
普及啓発検討合同部会

幹事会

事務局打合せ

8/2協議会発足日

水曜日

水曜日

原則第4水曜日

水曜日
合同部会2週前

水曜日
幹事会2週前

渡良瀬遊水地保全・利活用協議会
8/2協議会発足日
8月第1水曜日

賢明な利活用及び地域振興検討合同部
会

原則第4水曜日
遊水地保全・再生及び人々の交流・教育・
普及啓発検討合同部会

幹事会

事務局打合せ




